
日本では、建築物、住宅に設置される配管、ダクトなどに使われる保温材の素材として

は、繊維系保温材（グラスウール、ロックウールなど）や発泡プラスチック系保温材（ウ

レタンフォーム、ポリスチレンフォームなど）が一般的に用いられています。しかしなが

ら、近年、次のような特長をもつ柔軟弾性発泡ゴムが、保温材の素材として着目され始め

ています。 

①気密性が高く、結露が少ないことから、配管などの金属が腐食しにくい 

②経年劣化しにくく、耐久性がある 

③施工が簡便（ナイフでの加工、接着剤での固着が可能） 

④繊維や発泡プラスチックを素材としないため、加工時にほこりやゴミが飛散せず、施

工時に防塵マスクが不要であり、排出するゴミも少ない 

⑤熱伝導率が低いことから、保温性が高い 

⑥発泡プラスチック保温材と比べて難燃性が高い 

 



しかしながら柔軟弾性発泡ゴム保温材については、国内規格が存在せず、その品質や性

能を客観的に評価することが難しかったため、施工業者や建築業者から十分な信頼を得る

に至らず、工業製品などの限定的な用途に留まっていました。このため、利用普及と市場

拡大に向けて、今般、JIS A 9516 が制定されました。 

既存の JIS A9511（発泡プラスチック保温材）を参考に、柔軟弾性発泡ゴム保温材の品

質及びその評価に必要な試験方法等を規定しました。主なポイントは次のとおりです。 

① 加工や施工時にほこりなどが出にくい性質をもつ、独立気泡（それぞれの気泡が他の

気泡とつながらない構造）を有する柔軟弾性発泡ゴムを対象とした。 

② 施工箇所に応じて柔軟な使い方ができるように、「シート形」、「ロール形」及び「チュ

ーブ形」の 3 種類の形状及びそれぞれについて、長さ、幅等の寸法許容差を規定した。 

③ 防湿性や保温性の高さをわかりやすく示すため、性能に 1 号及び 2 号の等級を規定し

た。 

④ シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの発散量を示すため、ホルムアル

デヒド放散等級を規定した。 

本 JIS の制定により、柔軟弾性発泡ゴム保温材の品質の客観的評価が可能となり、信頼



性及び認知度が向上し、用途・市場が拡大することが期待されます。また、この保温材が

普及することで、建設現場の作業環境の改善、工期の短縮等に資することも期待されます。 


